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（参考）抜本見直し後のインバランス料金に当たっての考え方

考慮すべき要素 観点

インセンティブの基本的考え方
系統全体の需給バランスを一致方向に促す（マクロ一致）かどうか

個々の事業者の需給バランスを一致方向に促す（ミクロ一致）かどうか

事業者の規模あるいは熟練度を考慮するか

発電と小売のインバランス料金を分けるか

インバランス調整の収支 一般配送電事業者が調整力コストを適切に回収できるか

 これまでの基本政策小委員会において挙げられたインバランス料金設計に当たって考慮
すべき要素及び観点は以下のとおりである。

 本日は、インバランス料金の基本設計の方向性について検討し、以下の要素及び観点
への対応について評価する。

本委員会で議論してきた考慮要素と観点
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【論点２】インバランス料金の基本設計の方向性（系統不足時）②

 しかしながら、我が国の電力システム及び需給調整市場の現状の検討状況を踏まえれば、
必ずしも、前頁のようなメカニズムが働く構造とはなっていないと考えられる。

 このため、インバランス料金制度の設計に当たっては、

– 今後の市場設計に当たって、前頁のような市場メカニズムが適切に機能することを目
指すことを基本としつつ、

– 足元では、以下のような可能性があることを踏まえた、補助的施策を検討することが
必要と考えられるのではないか。

＜現状①＞

系統の余力が不足する際には、買手の限界効用を反映してスポット市場価格が高騰する場合があり得
る一方、調整力価格については、調整力を供出できる電源は限られていることから、調整力のkWh価格
を限界費用ベースに設定することにした場合、需給状況や市場の動きが調整力のkWh価格に反映され
ない可能性がある。

＜現状②＞

現状、全需要量に占めるスポット市場の取引割合は15～20%程度にとどまり、時間帯によっては、価
格が高騰する場面がある一方、多くのエリアにおいて、エリア全体のインバランスは余剰側に偏っている。
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（参考）考慮すべき足元の市場環境②

エリア 10 11 12 1 2 3 余剰/不足比

北海道
余剰 174 156 216 147 149 203 

1.1
不足 160 149 167 138 117 180 

東北
余剰 227 258 303 341 317 376 

1.6
不足 200 178 157 174 169 237 

東京
余剰 784 811 825 806 940 1,012 

1.2
不足 784 628 750 820 686 823 

中部
余剰 387 344 343 380 372 543 

1.0
不足 428 372 391 444 364 416 

北陸
余剰 57 66 56 53 53 80 

1.0
不足 63 47 48 72 51 67 

関西
余剰 380 371 431 469 471 558 

1.6
不足 276 259 272 269 252 368 

中国
余剰 239 207 231 276 270 352 

1.3
不足 220 179 185 178 175 256 

四国
余剰 111 117 120 131 131 154 

1.1
不足 130 112 120 116 115 127 

九州
余剰 474 402 425 516 560 654 

1.2
不足 472 411 378 383 394 523 

沖縄
余剰 20 16 17 18 20 23 

1.1
不足 16 16 18 17 14 19 

2017.10～2018.3の月ごとの余剰/不足インバランス総量※

※各事業者が発生させたインバランスを相殺せず計上したもの。単位：GWh
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【論点２】インバランス料金の基本設計の方向性（系統不足時）③

 前述の現状①のように、系統の余力が不足しているにもかかわらず、調整力価格がスポッ
ト市場価格等より安くなる事象が継続するような場合には、系統利用者に対して不適切
なインセンティブとなるおそれがある。

 また、前述の現状②のような市場の実態がある中、系統の余力が不足している時に、不
足インバランスを発生させるＢＧと、余剰インバランスを発生させるＢＧのインバランス料金
が両方とも卸市場価格を参照した価格である場合には、電源の売手に対し、電源を市
場に出さずにインバランスで精算しようとするインセンティブが働くおそれがある。

 このため、前述の現状①の可能性や現状②の実態があることを踏まえ、市場メカニズムが
適切に機能するまでの間は、インバランス料金を一律にＶ１とするのではなく、以下のよう
な補助的施策を導入することを検討してはどうか。

系統不足時(※２) 不足インバランスを発生するＢＧ 余剰インバランスを発生するＢＧ

Ｐ＞Ｖ１ Ｖ１→Ｐ Ｖ１

Ｐ＜Ｖ１ Ｖ１ Ｖ１

（※１）Ｐの具体的な決め方については、今後詳細な検討が必要。ただし、系統の需給ひっ迫時には、電気の希少性を評
価してインバランス料金を決定することも考えられる。

（※２）系統不足時の具体的な考え方については、今後詳細な検討が必要。

系統利用 者に対 して市場 調達等 によ る計画遵守 に向けた インセ ンティ ブを働 かせ るため、 系統不足時 にあって、不
足 インバランスを発生 するＢＧ に対しては、 インバランス料 金を、卸市場価格 を参照した価格（Ｐ（※１）） とＶ１
のいずれか高い価格を用いることが考えられる。
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 前頁と同様に、市場メカニズムが適切に機能するまでの間は、インバランス料金を一律に
Ｖ２（下げ調整力価格）とするのではなく、以下のような補助的施策を導入することを
検討してはどうか。

（※１）Ｖ２の具体的な決め方については、今後詳細な検討が必要。
（※２）系統不足時の具体的な考え方については、今後詳細な検討が必要。

系統利用 者に対 して市場 調達等 によ る計画遵守 に向けた インセ ンティ ブを働 かせ るため、 系統余剰時 にあって、
余剰 インバランスを発生 するB G に対しては、 インバランス料 金を、Ｐ とＶ２（※１） のいずれか低 い価格 を用 いる
ことが考えられる。

系統余剰時(※２) 不足インバランスを発生するＢＧ 余剰インバランスを発生するＢＧ

Ｐ＞Ｖ２ Ｖ２ Ｖ２

Ｐ＜Ｖ２ Ｖ２ Ｖ２→Ｐ

【論点２】インバランス料金の基本設計の方向性（系統余剰時）④
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【論点３】更なる検討課題について
（１）系統需給ひっ迫時のインバランス料金の在り方

 前述のように、需給調整市場創設後も、当面の間は、V1が実需給の電気の価値を適
切に反映しない可能性がある。この場合、需給ひっ迫時においても、系統利用者が、
「調整力コストはさほど高騰しないだろう」 「需給を一致させる手間が大きく、仮に不足イ
ンバランスを生じさせたとしても、インバランス料金を支払いさえすればよい」と判断し、結
果として調達を行わないケースも起こり得る。

 この点、諸外国では需給ひっ迫時に、電気の希少性（需給ひっ迫時の電気の価値）
を理論的に算出し料金に反映している国（英国等）や、料金を定率・定額で上昇させ
インセンティブを強化している国（ドイツ等）、市場からの強制退出等のガバナンス措置
によりインバランスの抑制に取り組んでいる国（ノルウェー等）もある。

 諸外国の動向も踏まえつつ、我が国においてはどのような対応を行うべきか。
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第32回制度設計専門会合

(2018.7) 事務局資料
（参考）
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まとめ（今後の方針）

 2021年度に予定される需給調整市場の創設及びインバランス料金制度の見直しを踏
まえながら、系統利用者が需給状況や価格に関する情報をタイムリーに入手できる環境
を構築することが重要と考えられる。

 現状、我が国におけるこれらの情報の公表は、諸外国と比較して内容が少なく、タイム
リーな公表は実現していない。

 今後、資源エネルギー庁の審議会等における需給調整市場や関連制度に関する議論
の進捗を踏まえつつ、海外の仕組みやその効果等も参考に、2021年度以降の関連情
報の公表のあり方、ひいては需給調整市場の在り方について検討していくこととしたい。

検討項目（案）

 今後の電力市場システムにおけるタイムリーな情報公表の意義

 情報公表の在り方

• 公表する情報（何を）

• 公表主体（誰が）

• 公表タイミング（いつまでに）

• 公表の方法（どのように）

第32回制度設計専門会合

(2018.7) 事務局資料

（参考）
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【論点３】更なる検討課題について
（3）導入時期

 インバランス料金の誤算定が生じた場合、事業者に対して大きな影響を与える。また、抜本的なシ
ステム改修には一定の期間を要するものと考える。このため、まずは簡便な手段として、前回の基
本政策小委員会においては、需給調整市場開設前の対応として、インバランス料金の見直しにつ
いて御議論いただいたところ。

 しかしながら、スポット市場価格が急騰している市場環境や、一般送配電事業者が調整力コスト
を適切に回収できていないこと、系統利用者に対して需給一致を促すインセンティブが十分働かな
いことが少なからずあることを踏まえれば、本日御議論いただいた抜本的な対応を需給調整市場
開設に先立って行うことも含め、インバランス料金に関する改革を進めていくべきであると考えられる。

 これらも踏まえ、抜本的な対応に当たり、システム改修の内容や必要なスケジュールについて、詳細
に課題を整理することが必要と考えられる。

不足事業者 余剰事業者

α×市場価格＋β

α×市場価格＋β + K

α×市場価格＋β - L

× 不足インバランス量

× 余剰インバランス量

インバランス料金基本式

【第１０回基本政策小委員会において議論されたインバランス料金の見直し方法】




